
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
四
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関

す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
議
定
書
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
四
条
に
つ
い

て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
、
「
特
別
協
定
」
と
い
う
。
）
の
有

効
期
限
を
一
年
間
延
長
し
、
二
〇
二
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
一
年
二
月
二
十
四
日
に
東
京
に

お
い
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
１
か
ら
３
ま
で
の
本
文
及
び
末
文
か
ら
成
っ
て
い
る
ほ
か
、
こ
の
議
定
書
に
関
連
し
書
簡
が
作
成

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
別
協
定
第
一
条
に
つ
い
て
、
「
二
千
二
十
年
」
を
「
二
千
二
十
一
年
」
に
改
め
る
（
書
簡
に
お
い
て
、
特
別
協
定
第
一



二

条
の
規
定
に
従
っ
て
令
和
三
年
度
に
日
本
国
が
負
担
す
る
、
日
本
国
に
雇
用
さ
れ
て
合
衆
国
軍
隊
等
の
た
め
に
労
務
に
服
す

る
労
働
者
に
対
す
る
基
本
給
等
一
定
の
給
与
の
支
払
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
度
の
日
本
国
の
負
担
上
限
労
働

者
数
で
あ
る
二
万
三
千
百
七
十
八
人
を
用
い
て
算
定
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
。

二
、
特
別
協
定
第
二
条
に
つ
い
て
、
「
二
千
二
十
年
」
を
「
二
千
二
十
一
年
」
に
改
め
る
（
書
簡
に
お
い
て
、
特
別
協
定
第
二

条
の
規
定
に
従
っ
て
令
和
三
年
度
に
日
本
国
が
負
担
す
る
、
合
衆
国
軍
隊
等
が
公
用
の
た
め
に
調
達
す
る
電
気
等
（
公
益
事

業
に
よ
っ
て
使
用
に
供
さ
れ
る
も
の
）
及
び
暖
房
用
等
燃
料
に
係
る
料
金
又
は
代
金
の
支
払
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
日

本
国
の
負
担
割
合
を
六
十
一
％
と
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
の
負
担
上
限
額
を
二
百
四
十
九
億
百
九
十
万
八
千
円
と
す
る
旨

が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
。

三
、
こ
の
議
定
書
は
、
そ
の
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
上

で
、
こ
の
議
定
書
が
二
〇
二
一
年
三
月
三
十
一
日
後
に
効
力
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
日
米
両
国
は
、
こ
の
議
定
書
が
二
〇
二

一
年
三
月
三
十
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
し
て
こ
の
議
定
書
を
適
用
す
る
。


